
国
労
は
各
科
の

業
務
内
容
に
つ
い

て
設
備
メ
ン
テ
ナ

ン
ス
体
制
で
決
め

た
業
務
内
容
に
戻

す
こ
と
。

こ
れ
ま
で
業
務

分
担
が
曖
昧
で
あ

り
、
他
の
人
の
担

務
を
し
て
い
た
な

ど
一
部
の
人
に
負

担
が
あ
り
見
直
す

よ
う
に
要
員
増
や

改
善
を
行
っ
た
。

業
務
委
託
化
が

拡
大
さ
れ
る
と
Ｊ

Ｒ
本
体
の
専
門
の
知
識
や
一
部

の
業
務
し
か
身
に
つ
か
な
い
た

め
、
若
手
社
員
の
業
務
内
容
を

理
解
し
て
い
な
い
た
め
に
技
術

継
承
が
進
ま
な
い
。

電
気
関
係
で
は
監
督
者
制
度

が
新
設
さ
れ
た
が
監
督
員
と
し

て
の
機
能
が
し
て
い
な
い
。

年
々
超
勤
が
増
加
し
て
い
る

現
状
に
会
社
は
取
り
組
み
や
対

策
を
し
て
い
る
が
指
導
す
る
に

留
ま
っ
て
い
る
。

震
災
復
旧
工
事
、
大
規
模
工

事
の
作
業
が
圧
迫
し
て
い
る
。

要
員
増
を
図
っ
て
い
る
。

２
０
０
１
年
の
メ
ン
テ
ナ
ン

ス
体
制
か
ら
16
年
が
経
ち
、
国

労
も
検
証
を
行
な
い
相
次
ぐ
重

大
事
故
、
技
術
力
低
下
で
の
輸

送
障
害
で
の
早
期
復
旧
対
策
、

労
働
条
件
改
善
に
向
け
取
り
組

み
ま
す
。

第２３号 こくろう みと 平成２９年９月１日

反
合
理
化
に
強
化
を

と
き

10
月
14
日

13
時
受
付

13
時
30
分
開
会

と
こ
ろ

オ
ー
シ
ャ
ン
ビ
ュ
ー
大
洗

送
迎
バ
ス

水
戸
駅
南
口
12
時
出
発

大
会
終
了

10
月
15
日

12
時
こ
ろ

予
定
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発行責任者 塚原良雄

編集責任者 坂下 司

つ
な
げ
よ
う

技
術
（わ
ざ
）と

魂
（こ
こ
ろ
）と運

動
を

会
社
は
「
土
木
・
建
築
部
門
に
お
け
る
一
部
業
務

の
見
直
し
に
つ
い
て
」
提
案
を
し
交
渉
を
行
っ
て
き

た
。
８
月
１
日
か
ら
実
施
後
、
水
戸
地
本
は
申
し
入

れ
を
行
っ
た
。

年次有給休暇の請求権

年次有給休暇の請求権は２年間で時効によって消滅します。

年次有給休暇の請求権は基準日に発生するので、基準日から２年間、当年度に発生した休暇

について翌年度末で時効により消滅する。

年次有給休暇の繰越しと時効により消滅
平成２９年４月１日入社（出勤率７割８分以上）

当年度 未消化年休 ➡ 〇〇〇〇繰越 翌年度

●●● 〇〇〇〇

基準日4月1日 付与日数 16日

付与日数 15日

未消化年休は前年度から繰り越された分と付与された分が含まれた場合は、労働基準法上

の決まりはありませんが、繰越分からと推定されます。

国
労
水
戸
地
本
第
69
回
定
期
大
会


